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１．要 旨 

この事業は、介護者の負担軽減を図り、老人福祉の向上に資することを目的とし、在宅の

ねたきりの高齢者に対し、おむつ及び尿取りパッドを支給するものであるが、対象者の要件

を明確にするなど、要綱の一部を改正するものである。 

 

（１） 主な内容 

① 第２条（対象者）の要件の改正 

対象者要件に、介護保険制度の要介護度（要介護３以上）を追記する。 

② 第５条（貸与等の枚数）の改正 

第５条（貸与等の枚数）を第６条（支給の枚数）に改め、紙おむつ及び尿取りパッド

の枚数（月４５枚まで）を、金額（月額６，５００円）とし、また、平成２６年度以

降、貸与の実績が無い布おむつの貸与を廃止する。 

 

（２） 施行日 

令和７年４月１日 

 

（３） 影響及び効果 

① 対象者の要件を明確化することで、市民の理解がより図られる。 

② 配布する商品やサイズの違いによる一人あたりの費用の不均衡を是正することができ

る。 

 

 ２．経 過（現時点に至るまでの経過） 

令和７年３月 総務課事前審査済み 

 ３．留意事項（問題点等） 

 ４．主管部処理案（検討結果等） 

   庁議報告後、速やかに改正手続を進めたい。 

 ５．審議結果 

 注：定例庁議の場合は、金曜日の正午までに提出。 


